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令和７年５⽉９⽇ 

地域政党 ⾃由を守る会 さんのへあや 

 

「東京都議会議員の政治倫理に関する条例（仮称）」に対する会派意⾒ 

 

条例名「東京都議会議員の政治倫理の確⽴に関する条例」 

 

 第１条（⽬的）の「議会の秩序」は少数者や少数意⾒を制約する根拠としないこと。また、条例の適⽤

対象に都知事、副知事、教育⻑、知事特別秘書等を含める⽅途を検討すること。 

 

 第２条（責務）は「議員および会派の責務」とすること。今後、議会基本条例（仮称）に同種の規定が

制定された際には、同条例に移⾏すること。 

 

 第３条に、寄付について「政治的・道義的批判を受ける恐れのある寄附の受け⼊れの禁⽌（後援団体を

含む）」を明⽰して盛り込むこと。 

 また、「都の職員の採⽤、昇格⼜は移動に関して推薦⼜は紹介をしないこと」を規準に追記、「政治倫理

に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、⾃ら清い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、

その責任を明らかにしなければならない」という説明責任を課す条項を追加すること。 

 

 第４条の審査の請求とともに、熊本市条例第６条のような有権者の連署に基づいて実施する調査の直

接請求制度も規定すること。 

 審査および調査の実施にあたっては、議会の付属機器として、政治倫理審査会を設置し、審査・調査の

実施に携わせること。同審査会の委員は、議員のほかに⾏政に関し識⾒の⾼い者および公募の都⺠から

議⻑が議会の同意を得て委嘱すること。 

 

 第５条の政治倫理審査会の設置にあたっては、単独会派を含む少数会派の参加権を保障すること。 

 

 第７条で審査会の公開原則と都⺠の傍聴の権利、インターネット中継と動画配信、地⽅⾃治法第 115条

に準じた秘密会の⼿続き規定を設けること。また、議員および会派に審査および調査への協⼒を義務付

けること。 

 

第８号の後に、「議員および会派が前項の調査に協⼒しなかったとき⼜は虚偽の報告をしたときは、審

査会は、意⾒書にその旨を記載しなければならない」という条項を加えること。 

 

第 10 条の意⾒書が提出された際は、当該議員に本会議での弁明および質疑の機会を設けること。議員

が贈収賄罪等で職務に関連して起訴または有罪判決が確定したときに引き続きその職に留まるときは、

説明会を開催するなどとする問責制度を盛り込むこと。開催しない場合は都⺠が開催を請求することが

できるとすること。 
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問責制度の条⽂案は以下の通り。 

（逮捕後の説明会） 

刑事犯の容疑による逮捕後も、その職に留まろうとするときは、当該議員⼜は所属会派は議⻑に、都⺠

並びに議会に対する説明会の開催を求めることができる。 

（起訴後の説明会） 

刑事犯の容疑による起訴後、引き続きその職に留まろうとするときは、当該議員⼜は所属会派は議⻑

に、都⺠並びに議会に対する説明会の開催を求めなければならない。 

 前項の説明会の開催を当該議員及び所属会派が求めないときには、議⻑は開催を勧告し、当該議員に

に出席を勧告するものとする。 

 ⼀般職の起訴休職制度に準じて、議員が有罪判決を受けた場合、逮捕・起訴後、会議等の公務に出席で

きなかった期間の報酬、政務活動費等の返還を義務付けること。 

 また、贈収賄罪、公職選挙法違反、政治資⾦規正法違反等、職務に関連した犯罪で起訴されたときには、

判決確定までの報酬、政務活動費等の⽀給を差し⽌めること。 

 

 附則に、来任期中の検証と⾒直し規定を設けること。 

 

以上 

 

参考資料：他府県の逮捕等による⽀給停⽌規定の状況 




